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英国の本店所在地移転制度について 
同制度に対する専門家提案の公表 

2021年から2022年にかけて当初協議が行われて以降、英国のビジネス・通商省の要請に

応じて招集された専門家らは、所在地移転制度（外国法人の本店を英国に移し、英国に

所在する本店を英国外に移す制度）に関する提案を10月15日に政府に提案しました。 
 

1. 提案内容について 

• Clifford Chanceのパートナーである

Nick Spurrellを含む7名の金融及び法律

の専門家からなるパネルは、ビジネ

ス・通商省の要請に応じて、所在地

移転制度を可能にする法的枠組みの

変更案を政府に提案しました。 

• 所在地移転制度は、外国法人が法人

としての同一性を保ったまま本店の

所在地を英国に移転することを可能

にします。 

• 専門家らは、外国法人による英国へ

の所在地移転及び英国籍企業による

英国外への所在地移転の双方を可能

にする所在地移転制度を支持してい

ます。 

2. 現状について 

• 現状、英国では外国法人による簡易

な方法での所在地移転は認められて

おらず、一般的には英国に持株会社

を新設する必要があります。そのた

め、本店所在地を移転しようとする

と、契約書や許認可における株主変

更条項に留意する必要が生じます。 

• EU加盟国、シンガポール、カナダ、

ニュージーランド、オーストラリ

ア、ジャージー代官管轄区及びいく

つかの米国の州では、既に所在地移

転制度が存在します。 

3. 専門家らが推奨する所在地移転 

制度について 
• 専門家らは所在地移転制度について

次の点を推奨しています。 

外国法人が所在地移転制度を利用

するためには、当該法人が倒産状

態にないこと 

所在地移転の手続は企業登記局によ

って管理され、申請の際に倒産状態

にないことを示すステートメント

が提出されること 

所在地移転は、所在地移転に関す

る企業登記局の証明書の発行によ

り効力を発生すること 

4. 所在地移転によるメリットに  

ついて 
• 所在地移転制度については次のよう

なメリットが考えられます。 

設立国と比較して、より外国法人に

とって有利な法務又は税務上のメリ

ットを享受できること 

グループとしての合理化を図れる

こと（例えば、外国法人の設立以

降、当該外国法人が外国法人とし

て享受していた利益が失われている

場合） 

英国企業にのみ与えられる事業機

会を活用できること 

5. 施行時期について 
• 政府は所在地移転制度に関する専

門家らの提案を検討し、制度化す

る場合には、立法案を作成して更

なる協議を行う必要があります。 

• 立法案は議会で可決される必要が

あり（2006年会社法の実質的な変

更を含みます）、企業登記局が手

続を管理するための手順などが策

定される必要があります。 

• 本制度は2026/2027年から導入され

る可能性があるものの、これは法

案の作成と可決の時期によること

となります。 
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